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公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

第 49 回理事会 

【議 案】 

第１号議案  個人情報取扱規程の一部改正について 

第２号議案  旅費規程の一部改正について 

第３号議案  評議員会の開催について 

 

 

【報告事項】 

報告事項１   第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び 

愛知・名古屋2026 アジアパラ競技大会の競技スケ

ジュールについて 

報告事項２  アジアパラ競技大会開催都市契約の変更について 

報告事項３  競技ピクトグラムの制作について 

報告事項４  名誉顧問及び特別顧問の決定について 

報告事項５  顧問の決定について 

報告事項６  参与の決定について 

 

  



 

 

第１号議案  個人情報取扱規程の一部改正について 

 

  個人情報保護法の改正に伴い、個人情報取扱規程の一部を以下のとおり改 

正する。 

改正後 改正前 

（定 義） 

第２条 この規程において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(3） （略）  

(4) 個人関連情報 生存する個人

に関する情報であって、個人情報、

仮名加工情報及び匿名加工情報の

いずれにも該当しないものをいう。 

 

(5) 保有個人情報 この法人の役

員又は職員（以下「役職員」とい

う。）が職務上作成し、又は取得し

た個人情報であって、この法人の

役職員が組織的に利用するものと

して、この法人が保有しているも

のをいう。ただし、文書等（情報

公開規程第２条に規定する文書等

をいう。以下同じ。）に記録されて

いるものに限る。 

(6) 特定個人情報 行政手続にお

ける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成

25 年法律第 27 号。以下「番号利

用法」という。）第２条第９項に規

定する特定個人情報をいう。 

(7) 保有特定個人情報 特定個人

情報であって、保有個人情報に該

当するものをいう。 

(8) 本人 個人情報によって識別

される特定の個人をいう。 

（定 義） 

第２条 この規程において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(3) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

(4) 保有個人情報 この法人の役

員又は職員（以下「役職員」とい

う。）が職務上作成し、又は取得し

た個人情報であって、この法人の

役職員が組織的に利用するものと

して、この法人が保有しているも

のをいう。ただし、文書等（情報

公開規程第２条に規定する文書等

をいう。以下同じ。）に記録されて

いるものに限る。 

(5) 特定個人情報 行政手続にお

ける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成

25 年法律第 27 号。以下「番号利

用法」という。）第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。 

(6) 保有特定個人情報 特定個人

情報であって、保有個人情報に該

当するものをいう。 

(7)  本人 個人情報によって識別

される特定の個人をいう。 



 

 

（収集の制限） 

第３条 

第１項～第４項 （略） 

５ この法人は、次に掲げる場合を

除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、要配慮個人情報を収

集しないものとする。 

(1)及び(2)  （略） 

(3) 当該要配慮個人情報が、本人、

国の機関、地方公共団体、個人情報

の保護に関する法律第57条第１項

各号に掲げる者又は同法第 20条第

２項第７号の個人情報保護委員会

規則で定める者により公開されて

いる場合 

(4) 個人情報の保護に関する法律

第20条第２項第８号に掲げる場合 

 

第６項～第８項 （略） 

９ 前３項の規定は、次に掲げる場

合については、適用しない。 

(1)  （略） 

(2)  利用目的を本人に通知し、又

は公表することによりこの法人の

権利又は正当な利益を害するおそ

れがある場合 

(3)  （略）  

（利用及び提供の制限） 

第４条 （略） 

２ この法人は、人の生命、身体又は

財産の保護のために必要がある場

合において本人の同意があり又は

本人の同意を得ることが困難であ

るとき、及び番号利用法第９条第

４の規定に基づく場合を除き、番

号利用法第２条第11項に規定する

（収集の制限） 

第３条 

第１項～第４項 （略） 

５ この法人は、次に掲げる場合を

除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、要配慮個人情報を収

集しないものとする。 

(1)及び(2)  （略） 

(3)  当該要配慮個人情報が、本

人、国の機関、地方公共団体、個

人情報の保護に関する法律第 76

条第１項各号に掲げる者又は同

法第 17 条第２項第５号の個人情

報保護委員会規則で定める者に

より公開されている場合 

(4) 個人情報の保護に関する法律

第 17 条第２項第６号に掲げる場

合 

第６項～第８項 （略） 

９ 前３項の規定は、次に掲げる場

合については、適用しない。 

(1)  （略） 

(2)  利用目的を本人に通知し、又

は公表することにより協会の権利

又は正当な利益を害するおそれが

ある場合 

(3)  （略） 

（利用及び提供の制限） 

第４条 （略） 

２ この法人は、人の生命、身体又は

財産の保護のために必要がある場

合において本人の同意があり又は

本人の同意を得ることが困難であ

るとき、及び番号利用法第９条第

４項の規定に基づく場合を除き、

番号利用法第２条第10項に規定す



 

 

個人番号利用事務又は同条第12項

に規定する個人番号関係事務を処

理するために必要な範囲を超え

て、特定個人情報を取り扱わない

ものとする。 

第５条 （略） 

（第三者提供にかかわる記録の作成

等） 

第６条  この法人は、個人情報を第

三者に提供したときは、当該個人

情報を提供した年月日、当該第三

者の氏名又は名称及びそれを特定

できる証憑、並びに提供される個

人情報によって本人が識別される

事項と、個人情報項目に関する記

録を作成する。 

２  この法人は、前項の記録を３年

間保存しなければならない。 

（外国にある第三者への提供） 

第７条  この法人は、外国にある第

三者に個人情報を提供する場合に

は、あらかじめ外国にある第三者

への提供を認める旨の本人の同意

を得なければならない。 

２  前項において、本人の同意を得

る場合、あらかじめ、当該外国にお

ける個人情報の保護に関する制

度、当該第三者が講ずる個人情報

の保護のための措置その他当該本

人に参考となるべき情報を当該本

人に提供しなければならない。 

３  本条第１項において、外国にあ

る第三者に提供した場合には、当

該第三者による相当措置の継続的

な実施を確保するために必要な措

置を講ずるとともに、本人の求め

る個人番号利用事務又は同条第 11

項に規定する個人番号関係事務を

処理するために必要な範囲を超え

て、特定個人情報を取り扱わない

ものとする。 

第５条 （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

に応じて当該必要な措置に関する

情報を当該本人に提供しなければ

ならない。 

（個人関連情報の第三者への提供） 

第８条  第三者が個人関連情報を個

人情報として取得することが想定

されるときは、次に掲げる事項に

ついて、あらかじめ当該第三者に

確認することをしないで、当該個

人関連情報を当該第三者に提供し

てはならない。 

(1)  当該第三者がこの法人から個

人関連情報の提供を受けて本人

が識別される個人情報として取

得することを認める旨の当該本

人の同意が得られていること。 

(2)  外国にある第三者への提供に

あっては、前号の本人の同意を得

ようとする場合において、あらか

じめ、当該外国における個人情報

の保護に関する制度、当該第三者

が講ずる個人情報の保護のための

措置その他当該本人に参考となる

べき情報が当該本人に提供されて

いること。 

（適正管理） 

第９条  

第１項及び第２項 （略） 

（削る） 

 

 

 

（個人情報を取扱う区域の管理） 

第 10条  この法人は、取扱う個人情

報の重要性や量等を勘案して、個

人情報を保存するデータベース等

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適正管理） 

第６条  

第１項及び第２項 （略） 

３ この法人は、保有する必要がな

くなった個人情報を、確実に、か

つ、速やかに廃棄し、又は消去する

ものとする。 

 

（新設） 

 

 



 

 

を取扱うサーバ等の重要な情報シ

ステムを管理する区域及びその他

の個人情報を取扱う事務を実施す

る区域を設定するとともに、安全

管理措置を講ずる。 

（機器及び電子媒体等の盗難等の防

止） 

第 11条  この法人は、個人情報及び

書類等の盗難又は紛失等を防止す

るために、適切な管理を講じなけ

ればならない。 

（電子媒体等を持ち出す場合の漏え

い等の防止） 

第 12条  この法人の役職員は、個人

情報が記録された電子媒体又は書

類等を持ち出す場合、持ち出す個

人情報の重要性や量等を勘案し

て、必ずパスワードを設定する等

の安全な方策を講じなければなら

ない。 

（個人情報の削除、機器及び電子媒

体等の廃棄） 

第 13条  この法人は、保有する必要

がなくなった個人情報を、確実に、

かつ、速やかに廃棄し、又は消去す

る。 

２  この法人は、個人情報を削除又

は個人情報が記録された機器及び

電子媒体等を廃棄する際には、復

元できない手段で削除し、廃棄す

る。 

３  外部委託先で個人情報を管理し

ている場合は、個人情報の削除又

は個人情報が記録された機器及び

電子媒体等を廃棄した場合は、委

託先から必ず廃棄証明書を入手す

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

る。 

（技術的安全管理措置） 

第 14条  この法人は、個人情報及び

それを取扱う情報システムに対

し、個人情報の漏えい等の被害を

防止するため、情報によってアク

セス権や ID・パスワードを設定し

たり、外部からの不正アクセスを

防止する仕組みを導入する等、技

術的な安全管理措置を講じなけれ

ばならない。 

（外的環境の把握） 

第 15条  この法人は、外国において

個人情報を取り扱う場合、当該外

国の個人情報の保護に関する制度

等を把握した上で、個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措

置を講じなければならない。 

（役職員の義務） 

第 16条 （略） 

（委託に伴う措置） 

第 17条 （略） 

（個人情報取扱業務書） 

第 18条 （略） 

（開示の申出） 

第 19条 （略） 

（開示申出の手続） 

第 20条 （略） 

２ 前項の場合において、開示申出

をする者は、開示申出に係る保有

個人情報の本人であること（前条

第２項の規定による開示申出にあ

っては、開示申出に係る保有個人

情報の本人の代理人であること。第

21 条第１項において同じ。）を証明

するために必要な書類で会長が定

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（役職員の義務） 

第７条 （略） 

（委託に伴う措置） 

第 8条 （略） 

（個人情報取扱業務書） 

第９条 （略） 

（開示の申出） 

第 10条 （略） 

（開示申出の手続） 

第 11条 （略） 

２ 前項の場合において、開示申出

をする者は、開示申出に係る保有

個人情報の本人であること（前条

第２項の規定による開示申出にあ

っては、開示申出に係る保有個人

情報の本人の代理人であること。第

18 条第１項において同じ。）を証明

するために必要な書類で会長が定



 

 

めるものを提示し、又は提出しな

ければならない。 

第３項 （略） 

（開 示） 

第 21条 会長は、開示申出があった

ときは、開示申出に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報（以

下「不開示情報」という。）のいず

れかが含まれている場合を除き、

開示申出者に対し、当該保有個人

情報を開示するものとする。 

(1) 法令又は条例の定めるところに

より、開示申出者（第 19条第２項

の規定により代理人が本人に代わ

って開示申出をした場合にあって

は、当該本人をいう。次号及び第

５号、次条第２項並びに第 26 条第

１項において同じ。）に開示するこ

とができないと認められる情報 

(2)  （略） 

(3) 第 19 条第２項の規定により代

理人が本人に代わって開示申出を

した場合において、代理人に開示

することにより、当該本人の権利

利益を侵害するおそれがある情報 

(4)～(7) （略）  

（部分開示） 

第 22条 （略） 

（保有個人情報の存否に関する情

報） 

第 23条 （略） 

（開示申出に対する措置） 

第 24条 （略） 

（開示通知等の期限） 

第 25条 前条各項の通知（以下「開

示通知等」という。）は、開示申出

めるものを提示し、又は提出しな

ければならない。 

第３項 （略） 

（開 示） 

第 12条 会長は、開示申出があった

ときは、開示申出に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報（以

下「不開示情報」という。）のいず

れかが含まれている場合を除き、

開示申出者に対し、当該保有個人

情報を開示するものとする。 

(1) 法令又は条例の定めるところに

より、開示申出者（第 10条第２項

の規定により代理人が本人に代わ

って開示申出をした場合にあって

は、当該本人をいう。次号及び第

５号、次条第２項並びに第 17 条第

１項において同じ。）に開示するこ

とができないと認められる情報 

(2)   （略） 

(3) 第 10 条第２項の規定により代

理人が本人に代わって開示申出を

した場合において、代理人に開示

することにより、当該本人の権利

利益を侵害するおそれがある情報 

(4)～(7)  （略） 

（部分開示） 

第 13条 （略） 

（保有個人情報の存否に関する情

報） 

第 14条 （略） 

（開示申出に対する措置） 

第 15条 （略） 

（開示通知等の期限） 

第 16条 前条各項の通知（以下「開

示通知等」という。）は、開示申出



 

 

があった日から起算して15日以内

にするものとする。ただし、第 20

条第３項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しな

い。 

第２項 （略） 

（第三者に対する意見書提出の求め

等） 

第 26条 （略） 

２ 会長は、第三者に関する情報が

含まれている保有個人情報を開示

しようとする場合であって、当該

情報が第21条第２号イ又は第５号

ただし書に規定する情報に該当す

ると認められるときは、第 24 条第

１項の通知（以下「開示通知」とい

う。）に先立ち、当該第三者に対し、

開示申出に係る当該第三者に関す

る情報の内容その他会長が定める

事項を書面により通知して、意見

書の提出を求めるものとする。た

だし、当該第三者の所在が判明し

ない場合は、この限りでない。 

第３項 （略） 

（開示の実施） 

第 27条 会長は、開示通知をしたと

き、又は第 20条第１項ただし書の

規定により開示申出書の提出を要

しない開示申出があったときは、

速やかに、開示申出者に対し、当該

開示申出に係る保有個人情報を開

示するものとする。この場合にお

いて、開示申出者は、開示申出に係

る保有個人情報の本人であること

を証明するために必要な書類で会

があった日から起算して15日以内

にするものとする。ただし、第 11

条第３項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しな

い。 

第２項 （略） 

（第三者に対する意見書提出の求め

等） 

第 17条 （略） 

２ 会長は、第三者に関する情報が

含まれている保有個人情報を開示

しようとする場合であって、当該

情報が第12条第２号イ又は第５号

ただし書に規定する情報に該当す

ると認められるときは、第 15条第

１項の通知（以下「開示通知」とい

う。）に先立ち、当該第三者に対し、

開示申出に係る当該第三者に関す

る情報の内容その他会長が定める

事項を書面により通知して、意見

書の提出を求めるものとする。た

だし、当該第三者の所在が判明し

ない場合は、この限りでない。 

第３項 （略） 

（開示の実施） 

第 18条 会長は、開示通知をしたと

き、又は第 11条第１項ただし書の

規定により開示申出書の提出を要

しない開示申出があったときは、

速やかに、開示申出者に対し、当該

開示申出に係る保有個人情報を開

示するものとする。この場合にお

いて、開示申出者は、開示申出に係

る保有個人情報の本人であること

を証明するために必要な書類で会



 

 

長が定めるものを提示し、又は提

出しなければならない。 

２ 保有個人情報の開示は、当該保

有個人情報が、文書又は図画（以下

「文書図画」という。）に記録され

ているときは閲覧又は写しの交付

（第20条第１項ただし書に規定す

る保有個人情報にあっては、文書

図画の閲覧に限る。）により、電磁

的記録に記録されているときはこ

れらに準ずる方法としてその種

別、情報化の進展状況等を勘案し

て会長が定める方法により行う。

ただし、閲覧の方法による保有個

人情報の開示にあっては、会長は、

当該保有個人情報が記録されてい

る文書等の保存に支障を及ぼすお

それがあると認めるとき、その他

正当な理由があるときは、その写

しにより、これを行うことができ

る。 

（費用の負担） 

第 28条 （略） 

（他の法令による開示の実施との調

整） 

第 29 条 第 19 条から前条までの規

定は、次の各号に掲げる保有個人

情報の区分に応じ、当該各号に定

める方法による保有個人情報の開

示（保有特定個人情報の開示を除

く。）については、適用しない。 

(1)～(2)  （略）  

(3) 法令又は条例の規定に基づ

き、第 27 条第２項本文に規定す

る方法と同一の方法で開示を受

けることができる電磁的記録に

長が定めるものを提示し、又は提

出しなければならない。 

２ 保有個人情報の開示は、当該保

有個人情報が、文書又は図画（以下

「文書図画」という。）に記録され

ているときは閲覧又は写しの交付

（第11条第１項ただし書に規定す

る保有個人情報にあっては、文書

図画の閲覧に限る。）により、電磁

的記録に記録されているときはこ

れらに準ずる方法としてその種

別、情報化の進展状況等を勘案し

て会長が定める方法により行う。

ただし、閲覧の方法による保有個

人情報の開示にあっては、会長は、

当該保有個人情報が記録されてい

る文書等の保存に支障を及ぼすお

それがあると認めるとき、その他

正当な理由があるときは、その写

しにより、これを行うことができ

る。 

（費用の負担） 

第 19条 （略） 

（他の法令による開示の実施との調

整） 

第 20 条 第 10 条から前条までの規

定は、次の各号に掲げる保有個人

情報の区分に応じ、当該各号に定

める方法による保有個人情報の開

示（保有特定個人情報の開示を除

く。）については、適用しない。 

(1)～(2)  （略）  

(3) 法令又は条例の規定に基づ

き、第 18 条第２項本文に規定す

る方法と同一の方法で開示を受

けることができる電磁的記録に



 

 

記録されている保有個人情報 

当該同一の方法 

（訂正申出の手続） 

第 30条 （略） 

（訂 正） 

第 31条 （略） 

（訂正申出に対する措置） 

第 32条 （略） 

（訂正通知等の期限） 

第 33条 前条各項の通知（以下「訂

正通知等」という。）は、訂正申出

があった日から起算して30日以内

にするものとする。ただし、第 30

条第３項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しな

い。 

第２項 （略） 

（利用停止の申出） 

第 34条 何人も、自己を本人とする

保有個人情報が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、

この規程の定めるところにより、

会長に対し、当該各号に定める措

置を申し出ることができる。ただ

し、当該保有個人情報の利用の停

止、消去又は提供の停止（以下「利

用停止」という。）に関して法令又

は条例の規定により特別の手続が

定められているときは、この限り

でない。 

(1) 第３条の規定に違反して収集

されたものであるとき、第４条の

規定に違反して利用されている

とき、番号利用法第 20 条の規定

に違反して収集され、若しくは保

記録されている保有個人情報 

当該同一の方法 

（訂正申出の手続） 

第 21条 （略） 

（訂 正） 

第 22条 （略） 

（訂正申出に対する措置） 

第 23条 （略） 

（訂正通知等の期限） 

第 24条 前条各項の通知（以下「訂

正通知等」という。）は、訂正申出

があった日から起算して30日以内

にするものとする。ただし、第 22

条第３項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しな

い。 

第２項 （略） 

（利用停止の申出） 

第 25条 何人も、自己を本人とする

保有個人情報が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、

この規程の定めるところにより、

会長に対し、当該各号に定める措

置を申し出ることができる。ただ

し、当該保有個人情報の利用の停

止、消去又は提供の停止（以下「利

用停止」という。）に関して法令又

は条例の規定により特別の手続が

定められているときは、この限り

でない。 

(1) 第３条の規定に違反して収集

されたものであるとき、第４条の

規定に違反して利用されている

とき、番号利用法第 20 条の規定

に違反して収集され、若しくは保



 

 

管されているとき、又は番号利用

法第 29 条の規定に違反して作成

された特定個人情報ファイル（番

号利用法第２条第 10 項に規定す

る特定個人情報ファイルをい

う。）に記録されているとき  

当該保有個人情報の利用の停止

又は消去 

(2)  （略） 

第２項 （略） 

（利用停止申出の手続） 

第 35条 （略） 

２ 前項の場合において、利用停止

申出をする者は、利用停止申出に

係る保有個人情報の本人であるこ

と（前条第２項の規定による利用

停止申出にあっては、利用停止申

出に係る保有個人情報の本人の代

理人であること）を証明するため

に必要な書類で会長が定めるもの

を提示し、又は提出しなければな

らない。 

第３項 （略） 

（利用停止） 

第 36条 （略） 

（利用停止申出に対する措置） 

第 37条 （略） 

（利用停止通知等の期限） 

第 38条 前条各項の通知（以下「利

用停止通知等」という。）は、利用

停止申出があった日から起算して

30 日以内にするものとする。ただ

し、第 35 条第３項の規定により補

正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

管されているとき、又は番号利用

法第 29 条の規定に違反して作成

された特定個人情報ファイル（番

号利用法第２条第９項に規定す

る特定個人情報ファイルをい

う。）に記録されているとき  

当該保有個人情報の利用の停止

又は消去 

(2)  （略） 

第２項 （略） 

（利用停止申出の手続） 

第 26条 （略） 

２ 前項の場合において、利用停止

申出をする者は、利用停止申出に

係る保有個人情報の本人であるこ

と（前条第２項の規定による利用

停止申出にあっては、利用停止申

出に係る保有個人情報の本人の代

理人であること）を証明するため

に必要な書類で理事長が定めるも

のを提示し、又は提出しなければ

ならない。 

第３項 （略） 

（利用停止） 

第 27条 （略） 

（利用停止申出に対する措置） 

第 28条 （略） 

（利用停止通知等の期限） 

第 29条 前条各項の通知（以下「利

用停止通知等」という。）は、利用

停止申出があった日から起算して

30 日以内にするものとする。ただ

し、第 27 条第３項の規定により補

正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 



 

 

第２項 （略） 

（審査の申出） 

第 39条  

第１項～第３項 （略）  

４ 第 26 条第３項の規定は、次の各

号に該当する通知をする場合に準

用する。 

(1)～(2) （略） 

（苦情の処理） 

第 40条 （略） 

（法の遵守） 

第 41条 （略） 

（改 廃） 

第 42条 （略） 

（委 任） 

第 43条 （略） 

 

   附 則 

 この規程は、令和７年 12 月 12 日

から施行する。 

  

別表 （略） 

 

別紙様式（第 18条関係） （略） 

 

第２項 （略） 

（審査の申出） 

第 30条 

第１項～第３項 （略） 

４ 第 17条第３項の規定は、次の各

号に該当する通知をする場合に準

用する。 

(1)～(2) （略） 

（苦情の処理） 

第 31条 （略） 

（法の遵守） 

第 32条 （略） 

（改 廃） 

第 33条 （略） 

（委 任） 

第 34条 （略） 

 

       

 

 

 

別表 （略） 

 

別紙様式（第９条関係） （略） 

 

  



 

 

第２号議案  旅費規程の一部改正について  

 旅費規程の一部を以下のとおり改正する。 

 

【旅費規程】 

改正後 改正前 

（用語の意義） 

第２条 この規程において次の

各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(7) 省略 

(8) 赴任 新たに採用された

職員がその採用に伴い在勤

地に旅行し、又は転任を命

ぜられた職員がその転任に

伴い在勤地に旅行すること

をいう。 

(9) 帰住 職員が退職し、又

は死亡した場合において、

その職員若しくはその家族

又はその遺族が生活の根拠

となる地に旅行することを

いう。 

 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任

した場合には、当該者に対し旅

費を支給する。 

２ 職員又はその遺族が次の各

号のいずれかに該当する場合

には、当該各号に掲げる者に対

し、旅費を支給する。 

(1) 職員が出張又は赴任のた

め内国旅行中に退職となっ

た場合（当該退職に伴う旅

行を必要としない場合を除

（用語の意義） 

第２条 この規程において次の

各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(7) 省略 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（旅費の支給） 

第３条 職員等が出張した場合

には、当該者に対し当該出張に

係る旅費を支給する。 

２ 職員又はその遺族が次の各

号のいずれかに該当する場合

には、当該各号に掲げる者に対

し、旅費を支給する。 

(1) 職員が出張のため内国旅行

中に退職となった場合（当該

退職等に伴う旅行を必要とし

ない場合を除く。）には、当該



 

 

改正後 改正前 

く。）には、当該職員 

(2) 職員が出張又は赴任のた

め内国旅行中に死亡した場

合には、当該職員の遺族 

(3)及び(4) 省略 

(5) 職員が退職した場合にお

いて、当該職員がその退職

の日の翌日から１月以内に

その居住地を出発して帰住

したときは、当該職員。ただ

し、この法人に新たに採用

される前の居住地に帰住す

る場合に限る。 

(6) 職員が死亡した場合にお

いて、当該職員の遺族がそ

の死亡の日の翌日から３月

以内にその居住地を出発し

て帰住したときは、当該遺

族。ただし、この法人に新た

に採用される前の居住地に

帰住する場合に限る。 

３～８ 省略 

 

（旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行

は、当該各号に掲げる区分によ

り、任命権者又はその委任を受

けた者（以下「旅行命令権者」

とする。）の発する旅行命令又

は旅行依頼（以下「旅行命令等」

とする。）によって行う。 

(1) 前条第１項の規定に該当

する旅行 旅行命令 

(2) 前条第４項の規定に該当

する旅行 旅行依頼 

職員 

(2) 職員が出張のため内国旅

行中に死亡した場合には、

当該職員の遺族 

(3)及び(4) 省略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

３～８ 省略 

 

（旅行命令等） 

第４条 旅行は、任命権者又はそ

の委任を受けた者（以下「旅行

命令権者」とする。）の発する

旅行命令又は旅行依頼（以下

「旅行命令等」とする。）によ

って行う。 

 

(1) 職員が出張する場合 旅

行命令 

(2) 職員以外の者が、この法

人の依頼により旅行をする



 

 

改正後 改正前 

 

２～４ 省略 

５ 前項の規定にかかわらず、旅

行命令権者が、旅費の支給がさ

れない旅行命令等を発し、又は

その変更をする場合は、口頭に

よりこれを行うことができる。 

 

（帰住者の旅費） 

第 21 条の２ 第３条第２項第５

号の規定により支給する旅費

は、赴任の例に準じて計算した

居住地から帰住地までの前職

務相当の旅費とする。 

２ 前項の場合において、退職と

なった職員が家族を移転する

ときは、同項に規定する旅費

に、転居費のうち家族の転居に

要する費用及び家族移転費に

相当するものを加えるものと

する。 

 

（遺族の旅費） 

第 22 条 第３条第２項第２号又

は第６号の規定により支給す

る旅費は、出張又は赴任の例に

準じて別に定めるものとする。 

 

（旅費の支給額の上限） 

第 25 条 １ 省略 

２ 宿泊費、包括宿泊費、旅行雑

費及び家族移転費（宿泊手当に

相当する部分を除く。）に係る

旅費の支給額は、当該各費用に

ついて第 7条、第 14 条、第 15

場合 旅行依頼 

２～４ 省略 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遺族の旅費） 

第 22 条 第３条第２項第２号又

は第４号の規定により支給す

る旅費は、出張又は赴任の例に

準じて別に定めるものとする。 

 

（旅費の支給額の上限） 

第 25条 １ 省略 

２ 宿泊費、包括宿泊費、旅行雑

費、転居費及び家族移転費（宿

泊手当に相当する部分を除

く。）に係る旅費の支給額は、

当該各費用について第 7条、第



 

 

  

 
改正後 改正前 

条、第17条及び第 19 条第 1項

の規定により計算した額と現

に支払った額を比較し、当該各

費用のいずれか少ない額を合

計した額とする。 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和７年１２月１

２日から施行し、改正後の公益

財団法人愛知・名古屋アジア・

アジアパラ競技大会組織委員

会旅費規程第２条第８号及び

第９号、第３条第１項、第２項

第１号、第２号、第５号及び第

６号、第４条第１項、第２１条

の２、第２２条並び第２５条第

２項の規定は、令和７年４月１

日から適用する。 

 

14 条、第 15 条、第 17 条、第

18条及び第 19条第 1項の規定

により計算した額と現に支払

った額を比較し、当該各費用の

いずれか少ない額を合計した

額とする。 

 

 

（新設） 

 



 

 

第３号議案  評議員会の開催について 

 

第 31回評議員会を、以下の開催方法及び議題により開催する。 

第 31回評議員会 

（１）開催方法 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び定款第 22

条第１項の規定（決議の省略等）に基づき、書面により評議員会を執り

行う。 

（２）議題 

第１号議案  定款の一部改正について 

 

参与に会長特別補佐を設置するため、定款の一部を以下のとおり改正する。 

改正後 改正前 

第 44 条   

第 1～2項（略） 

3 会長は、参与の中から、公益財団法人

日本オリンピック委員会、公益財団法

人日本パラスポーツ協会及び中央競技

団体等と事務局との意思疎通を円滑化

するため、会長特別補佐を指名するこ

とができる。 

4 参与の選任及び解任、並びに会長特

別補佐の指名は、会長が決定し、理事

会において報告する。   

5 参与には、報酬等を支給しない。ただ

し、参与には、その職務を行うために

要する費用の支払いをすることがで

きる。 

 

附 則 

この定款は、令和７年１２月１７日

から施行する。 

 

第 44 条  

第 1～2項（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

3 参与の選任及び解任は、会長が決

定し、理事会において報告する。 

  

4 参与には、報酬等を支給しない。た

だし、参与には、その職務を行うた

めに要する費用の支払いをするこ

とができる。 

 

（新設） 

 



 

 

第２号議案  理事の選任について 

    以下の者を理事として選任する。 

 （新任者） 

氏  名 所 属 名 

髙﨑 裕樹 名古屋商工会議所副会頭 

 

（参考：前任者） 

氏  名 所 属 名 

内藤 弘康 名古屋商工会議所副会頭 

     

第３号議案  理事の選任について 

    以下の者を理事として選任する。 

 （新任者） 

氏  名 所 属 名 

三阪 洋行 
公益財団法人日本パラスポーツ協会 

日本パラリンピック委員会委員長 

 

（参考：前任者） 

氏  名 所 属 名 

河合 純一 
公益財団法人日本パラスポーツ協会理事

（日本パラリンピック委員会委員長） 

 

第４号議案  理事の選任について 

    以下の者を理事として選任する。 

（新任者） 

氏  名 所 属 名 

永田 起也 
愛知県市議会議長会会長（知立市議会

議長） 

 

（参考：前任者） 

氏  名 所 属 名 

山崎 りょうじ

（山崎 亮璽） 

愛知県市議会議長会会長（知立市議会

議長） 

  



 

 

 

報告事項１ 第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び 

愛知・名古屋2026 アジアパラ競技大会の競技スケジュール 

について 

 

第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び愛知・名古屋2026 アジアパ

ラ競技大会の競技スケジュールをOCA 及び APCに提出するため、以下のとおり報

告する。 

 

資料１－１ アジア競技大会デイリースケジュール 

資料１－２    〃   セッションスケジュール 

資料２－１ アジアパラ競技大会デイリースケジュール 

資料２－２    〃     セッションスケジュール 

 

※なお、一部の競技・種別については、現在も競技団体等と協議を継続中であ

り、調整が完了した際は、理事会にあらためて報告する。 
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報告事項２ アジアパラ競技大会開催都市契約の変更について 

 

（１）概要 

   アジアパラ競技大会開催都市契約（付属文書Ｃ）で定められている競技名

について、今後のチケット販売等で開催都市契約に記載されている正式

な競技名で展開していくにあたり、アジア競技大会の実施競技との混同

を防ぐため、以下のとおり変更する。 

（２）変更内容（下線部を変更） 

Appendix C 

No. Code Sport  No. Code Sport 

1 AR Para Archery   10 SH Shooting Para Sport 

2 AT Para Athletics   11 SV Sitting Volleyball 

3 BA Para Badminton  12 SW Para Swimming 

4 BO Boccia  13 TT Para Table Tennis 

5 CY Para Cycling  14 TK Para Taekwondo 

6 FB Blind Football   15 WB Wheelchair Basketball 

7 GB Goalball  16 PF Para Fencing 

8 JU Para Judo  17 WR Wheelchair Rugby  

9 PO Para Powerlifting  18 WT Wheelchair Tennis 

 

付属文書 C 

No. コード 競  技 No. コード 競  技 

1 AR  パラアーチェリー 10 SH パラ射撃 

2 AT  パラ陸上競技 11 SV 座位バレーボール 

3 BA パラバドミントン 12 SW パラ水泳 

4 BO ボッチャ 13 TT  パラ卓球 

5 CY パラ自転車競技 14 TK パラテコンドー 

6 FB ブラインドフットボール 15 WB 車いすバスケットボール 

7 GB ゴールボール 16 PF パラフェンシング 

8 JU パラ柔道 17 WR  車いすラグビー 

9 PO パラパワーリフティング 18 WT  車いすテニス 

（３）備考 

   2025 年 12 月 1日（月）より適用する。 

  



 

 

報告事項３  競技ピクトグラムの制作について 

 

第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び第５回アジアパラ競技大会

（2026/愛知・名古屋）の競技ピクトグラムを制作したので、資料３のとおり報告

する。 

 

  















 

 

報告事項４  名誉顧問及び特別顧問の決定について 

 

名誉顧問及び特別顧問として、以下の者を決定した。 

                                           （敬称略） 

役 職 名 氏  名 所 属 等 

名誉顧問 松本 洋平 文部科学大臣 

名誉顧問 河合 純一 スポーツ庁長官 

特別顧問 山本 亜土 名古屋商工会議所相談役 

 

   

   

  



 

 

報告事項５  顧問の決定について 

 

顧問として、以下の者を決定した。 

                                           （敬称略） 

役 職 名 氏  名 所 属 等 

顧 問 阿部 守一 全国知事会会長 

顧 問 棚野 孝夫 全国町村会会長 

顧 問 藏内 勇夫 全国都道府県議会議長会会長 

顧 問 中本 正廣 全国町村議会議長会会長 

顧 問 内藤 弘康 リンナイ株式会社代表取締役社長 

顧 問 宮崎 直樹 中部経済同友会直前代表幹事 

顧 問 盛田 淳夫 中部経済同友会特別幹事 

顧 問 加留部 淳 中部経済同友会特別幹事 

顧 問 尾堂 真一 中部経済同友会特別幹事 

顧 問 天野 源之 中部経済同友会特別幹事 

顧 問 西川 厚志 衆議院議員 

顧 問 大嶽 理恵 衆議院議員 

顧 問 小山 千帆 衆議院議員 

顧 問 松田  功 衆議院議員 

顧 問 日野さりあ 衆議院議員 

顧 問 丹野みどり 衆議院議員 

顧 問 河村たかし 衆議院議員 

顧 問 岡本 充功 衆議院議員 

顧 問 藤原 規眞 衆議院議員 

顧 問 竹上 裕子 衆議院議員 

顧 問 酒井 庸行 参議院議員 

顧 問 上田  勇 参議院議員 

顧 問 水野 孝一 参議院議員 

顧 問 杉本 純子 参議院議員 

顧 問 伊藤 辰夫 参議院議員 

顧 問 郡山りょう 参議院議員 

 



 

 

報告事項６  参与の決定について 

 

参与として、以下の者を決定した。 

                                           （敬称略） 

役 職 名 氏  名 所 属 等 

参 与 栗木 晴久 愛知県公立高等学校長会会長 

参 与 林  泰敬 東海テレビ放送株式会社代表取締役社長 

参 与 黒崎 太郎 中京テレビ放送株式会社代表取締役社長 

参 与 坂本 和優 中部経済新聞社代表取締役社長 

参 与 清水 伸司 名古屋テレビ放送株式会社代表取締役社長 

 

 

   

   

 


